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※職員手当には退職手当は含みません。

※平均給与月額とは、給料及び職員手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤
務手当等）の合計。

◎給与決定のしくみ

特別職の給与等の状況（平成１７年４月１日現在）

区　分 月　額
期末手当

６月期 １２月期

給　料

市　長 ８１０，０００円 ２．１０月分 ２．３０月分
助　役 ６７０，０００円 ２．１０月分 ２．３０月分
収入役 ６２０，０００円 ２．１０月分 ２．３０月分
教育長 ６１０，０００円 ２．１０月分 ２．３０月分

報　酬

議　長 ３７０，０００円 １．７０月分 １．８５月分
副議長 ３３０，０００円 １．７０月分 １．８５月分
議　員 ３０５，０００円 １．７０月分 １．８５月分

給与の状況

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ）

１９３億９，５７６万円 ３１億２，１６０万円 １６．０９％

〈１〉人件費の状況（平成１６年度普通会計決算 旧３町合算）

〈２〉職員給与費の状況（平成１６年度普通会計決算 旧３町合算）

職員数（Ａ）
給与費 一人当たり

給与費（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当 期末勤勉手当 計（Ｂ）
３９５人 １３億２，５２７万円 １億８，３６３万円 ５億３，１７５万円 ２０億４，０６５万円 ５１６万６，０００円

〈３〉職員の平均給料額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 ３１６，６２９円 ３５０，７２２円 ４１．００歳
教育公務員 ２５３，３３２円 ２６１，３５３円 ３４．０２歳
技能労務職 ２３４，６０３円 ２４３，８８２円 ４９．１０歳

〈４〉初任給の状況（平成１７年４月１日現在）
区　分 伊豆の国市 国

一般行政職

大学卒 １７０，７００円 １７０，７００円
短大卒 １４８，５００円 １４８，５００円
高校卒 １３８，８００円 １３８，８００円

職員の給与は、地方公務員法に定められている｢職務給（職務と責任に応ずるもの）｣
｢均衡（民間賃金との均衡を保つための人事院勧告）｣｢給与条例主義（給料、手当、勤務時
間）｣に基づき、｢伊豆の国市職員の給与に関する条例｣で定められています。これらの条
例や法律に根拠のない給料や手当は支給されません。
なお、市条例の制定や改廃は、市民の代表である市議会の議決が必要です。

職員数の状況
職員数

平成１６年度（旧３町合算数） ４４４人

平成１７年度 ４１９人
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※「職員の給与に関する条例」に基づく行政職給料表（甲）の級区分による職員数である。
※「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

【通勤手当：月額】

●交通機関等を利用する職員に最高５５，０００円
●通勤距離片道２キロ以上６０キロ未満の自動車等を利
用する職員に２，０００円～２３，６００円
●通勤距離片道６０キロ以上の自動車等を利用する職員
に２４，５００円
●交通機関と交通用具を併用する職員に最高５５，０００円

※毎週木曜日、窓口業務は１９：００までの勤務。

〈５〉一般行政職の級別職員数の状況（平成１７年４月１日現在）

区　分

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

計
主事補 主事 主任主事 主査 主幹ほか 主幹ほか

課長、副
参事ほか

部長、支
所長ほか

職員数 ８人 ４８人 ９８人 ７２人 ５４人 ５６人 ３５人 １４人 ３８５人
構成比 ２．０８％ １２．４７％ ２５．４４％ １８．７０％ １４．０３％ １４．５５％ ９．０９％ ３．６４％ １００％

◎職員の諸手当（平成１７年４月１日現在）

〈１〉期末・勤勉手当の状況
区　分 期末手当 勤勉手当 計

６月期 １．４０月分 ０．７０月分 ２．１０月分
１２月期 １．６０月分 ０．７０月分 ２．３０月分
計 ３．００月分 １．４０月分 ４．４０月分

※国の定める基準と同じ。 〈２〉退職手当の状況
区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２１．００月分 ２７．３０月分
勤続２５年 ３３．７５月分 ４２．１２月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度 ５９．２８月分 ５９．２８月分

〈３〉その他の職員手当の状況

【特殊勤務手当】

▼防疫作業手当　

感染症が発生し、または発生する恐れがある場合、そ
の防疫作業に従事する職員　１日につき６００円
▼行旅病人等取扱従事手当

行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律９３号）
の規定により行旅病人等を取り扱う業務や、これに準
ずる業務に従事する職員　１件につき２，０００円
▼行旅死亡人等取扱従事手当

行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定により行旅死亡人
等を取り扱う業務や、これに準ずる業務に従事する職
員　１件につき５，０００円
▼じんかい処理手当

廃棄物の収集・運搬、または処
分をする業務に直接従事する職
員　１日につき１，０００円
▼火葬業務手当　

火葬場で火葬を行う業務に従事
する職員 １日につき２，０００円

【扶養手当：月額】

●配偶者　１３，５００円
●配偶者以外の扶養親族のうち２人まで　６，０００円
●配偶者以外の扶養親族のうち３人以降　５，０００円
●扶養親族でない配偶者がある場合の１人目の扶養親族
６，５００円
●１６歳から２２歳までの子１人につき５，０００円加算
【住居手当：月額】

●借家住まいの職員には、月額１２，０００円以上の家賃の
額に応じて最高２７，０００円
●本人名義の住宅に住んでいる職員には、新築・購入後
５年まで２，５００円

※国の定める基準と同じ。

◎勤務の状況
〈１〉勤務時間の状況（平成１７年４月１日現在）

勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間
８時間 ８：３０ １７：１５ １２：１５～１３：００

〈２〉年次有給休暇の取得状況（平成１６年度旧３町合算）
平均取得日数 消化率
７．３日 １８．５％

●このページでは、

抜粋した項目を紹介

しています。さらに

詳しい内容は、伊豆

の国市ＨＰでご覧い

ただけます。
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